別記様式第６号(第４条関係)
第　　　号
　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　様

長門市長　　　　　　印

特定空家等認定通知書

[bookmark: _GoBack]　あなた（相続人等である場合も含む。）が所有又は管理する下記の空家等は、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成26年法律第127号。以下「法」という。）第２条第２項の特定空家等に該当すると認められますので、その旨通知します。
　空家等の状態が改善されない場合は、法第22条第１項の助言又は指導を行うことになります。
改善方法等について、情報の提供が必要な場合は、下記まで連絡してください。
　なお、所有者等については、法に基づき市で調査いたしましたが、あなた（複数の方が所有者等となる場合があります。）が所有又は管理していない場合は、下記までご連絡いただくとともに、その旨を証する書類の写しを提出してください。連絡及び書類の写しの提出がない場合は、あなた（複数の方が所有者等となる場合があります。）を所有者等とし、情報の提供、助言等を行います。
　また、空家等の状態が下記の内容と異なる場合、または既に何らかの措置をされている場合は、下記まで連絡してください。
記

	１　特定空家等の所在地
	長門市

	２　空家等の状態
（特定空家等と認められる理由）
	

	３　所有者等の住所及び氏名
	

	４　所有者等と判断した理由
	(1) 不動産登記情報による登記名義人
(2) 前号の相続人
(3) その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	５　担当及び連絡先
	



※特定空家の定義
空家等対策の推進に関する特別措置法第２条第２項
この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。
